
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大田区住宅耐震化緊急促進アクションプログラム 
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１ 目的 

 大田区では、大田区耐震改修促進計画（令和 4年一部改訂、以下「促進計画」という。）

において、令和７年度までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消するという目標を設

定している。この目標達成に向け、様々な支援制度等を創設し、災害に強いまちづくり

を進めてきたが、令和４年５月に東京都から発表された「首都直下地震等による東京の

被害想定」では、依然として大きい被害であることが示されている。このような状況か

ら、耐震化が必要な建築物所有者や耐震改修事業者に対して、耐震化関連事業の周知啓

発を充実させ、耐震化に関する意識醸成、知識向上等による建築物耐震化を早急に促進

させることを目的に、大田区住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクシ

ョンプログラム」という。）を策定する。 

 

２ 位置付け 

 本アクションプログラムは、促進計画を補完するものとして位置付け、耐震化に関す

る取組方針を定めるものとする。 

 

大田区におけるアクションプログラムの位置付け 

 

 

 

３ 対象区域 

 本アクションプログラムの対象区域は、大田区内全域とする。 

 

災害対策基本法

東京都住宅

マスタープラン

東京都都市計画区域

マスタープラン
東京都地域防災計画

耐震改修促進法

東京都耐震改修促進計画

大田区住宅

マスタープラン

大田区都市計画

マスタープラン

指針

大田区住宅耐震化緊急促進

アクションプログラム

大田区基本構想

大田区地域防災計画

新おおた重点プログラム

大田区耐震改修促進計画

連携・整合補完



４ 対象建築物 

 本アクションプログラムの対象となる建築物は、以下のいずれかに該当するものとす

る。 

① 区内全域にある、昭和 56年５月 31日以前に建築された建築物 

（旧耐震基準建築物） 

② 区内全域にある、昭和 56年６月１日から平成 12年５月 31日までに建築された 

２階建て以下かつ在来軸組構法の木造住宅（新耐震基準グレーゾーン住宅） 

 

５ 計画期間 

 本アクションプログラムの計画期間は、令和６年度から令和７年度までの２か年とす

る。 

 

６ 取組内容 

１）耐震化に向けた普及啓発等の取組み 

・耐震化助成事業に関する内容をまとめたパンフレットを作成し窓口での配布、区報掲

載や区のホームページ等で事業についてのＰＲ、周知を行う。 

・建築士等の専門家と協力し、無料相談会・説明会・イベント等を実施する。 

・足場を設置する工事現場において、区の耐震化助成事業に関する懸垂幕の掲示を努力

義務とし、区民に幅広く耐震化助成事業のＰＲを実施する。 

・耐震性に懸念のある建築物所有者に対して、耐震化の意識啓発及び情報提供を行うた

め、ダイレクトメールや個別訪問により所有者責務、助成制度紹介等の説明や支援を

行う。特に耐震改修が進みにくい非木造住宅を対象に、集中的なアプローチを行うこ

とで耐震化を促進させる。 

２）改修事業者等の技術力向上を図る取組み 

・耐震改修事業者等の技術力維持・向上に資する情報提供を実施する。 

３）建築物所有者と改修事業者との接点をつくる取組み 

・建築物所有者が耐震改修事業者の選定を容易に行えるように、区のホームページにて

耐震診断業務を実施する事業者の一覧及びＨＰ等リンク先を掲載し周知する。 

 

７ 連携 

 本アクションプログラムを総合的に推進するため、東京都建築士事務所協会大田支部、

東京建築士会大田支部耐震部会、大田区建設組合耐震連絡会、ＪＳＣＡ大田世話役会、

大田建設協会、地域団体及び区内事業者等と連携する。 

 

 

 



８ 実績の公表 

取組み内容の結果については、年１回結果を取りまとめ、公表する。 

戸建住宅の耐震診断及び耐震改修工事（木造住宅除却工事含む）の助成実績表 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 計 

耐震診断 137件 61件 66件 58件 57件 379件 

改修計画 

・設計 
36件 34件 49件 29件 26件 174件 

耐震改修 

（除却含） 
91件 140件 221件 162件 196件 810件 

 

 

 


